
　　 当社は、学⽣の皆様に安⼼してエントリーしていただけるよう、採⽤活動における⾏動規範を制定し、
ハラスメント等が発⽣しないよう、社員に対して周知徹底しています。 

1. 学⽣の皆様とお会いする際のルール
　　 (１) 面談する場所は、会社施設（本社・東京オフィス・店舗等）の会議室又はオープンス ペース、

　　喫茶店・レストランなどの公共性の⾼い場所、オンライン（会社指定の WEB 会議システム）のいずれかとします。
　   (２) 面談する社員は、事前に当社システムへ面談の日時・場所を登録して対応します。 

　　

2. 社員への周知啓発 新卒採⽤活動に関わる社員に対して、事前に啓発教育を実施し、
　　⾏動規範の遵守徹底を 図ります。
　　 (１) 「公正な選考基準」に基づいた面接実施 
　 　(２) オンラインプログラム、リクルーター研修 

3. 就活ハラスメント相談窓口 当社の新卒採⽤活動におけるハラスメント等に関する相談・質問は、
　　次の窓口で受け付けます。 

【ハラスメント相談窓口】
　　 　 電　話　︓048-834-8810 
　　　受付時間︓平日 9:30〜17:00 メール︓garden.saiyou@garden-group.co.jp

■株式会社遊楽 概要
本社所在地:埼玉県さいたま市浦和区⾼砂 2-8-16 浦和ガーデンビル 9F
代表者:密山暉和（代表取締役社⻑）
設⽴:1956 年（法⼈化は 1986 年）
事業内容:レジャー・アミューズメント（パチンコホールなどの経営）
従業員数:1,060 名（うち正社員 550 名/2024 年 9月末現在）
コーポレートサイト:https://garden-group.co.jp/

■このリリースに関する問い合せ先
株式会社遊楽（ガーデングループ）
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区⾼砂 2-8-16 浦和ガーデンビル 9F
総合企画部 経営企画課（担当︓藤林、山⽥）
TEL048-834-8812 FAX 048-834-8601 Mail kouhou@garden-group.co.jp
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